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母子保健衛生費等国庫負担（補助）金交付要綱一部改正新旧対照表（案）  

母子保健衛生費等国庫負担（補助）金交付要綱  母子保健衛生費等国庫負担（補助）金交付要綱  

1～2   （略）  1～2   （略）  

（交付の対象）  

3  

（1）～（3） （略）   

（交付の対象）  

（1）～（3） （略）  

（4）母子保健医療対策等総合支援事業（補助金）  

平成17年8月23日雇児発第0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「母子   

保健医療対策等総合支援事業の実施について」に基づき、実施する次の事業とする。   

ア 都道府県が行う子どもの心の診療拠点病院機構推進事業   

イ 都道府県、政令市及び特別区が行う療育指導事業   

り 都道府県、指定都市及び中核市が行う生涯を通じた女性の健康支援事業   

工 都道府県、指定都市及び中核市が行う特定不妊治療費助成事業   

オ（1）者脚事業  
（2）（D都道府県が行う総合周産期母子医療センターの運営事墓  

㈱周産期母子  

医療センターの運営事業に対して都道府県が補助する車墓   

力 都道府県が行う健やかな妊娠・出産等サポート事業  

（4）母子保健医療対策等総合支援事業（補助金）  

平成17年8月23日雇児発第0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「母子   

保健医療対策等総合支援事業の実施について」に基づき、実施する次の事業とする。   

ア 都道府県が行う子どもの心の診療拠点病院機構推進事業   

イ 都道府県、政令市及び特別区が行う療育指導事業   

ウ 都道府県、指定都市及び中核市が行う生涯を通じた女性の健康支援事業   

工 都道府県、指定都市及び中核市が行う特定不妊治療費助成事業   

オ碑妊娠・出産等サポート事業   

力 都道府県が行う妊産婦ケアセンター運営事業   

（交付額の算定方法）  

4   

（1）～（3） （略）  

（交付額の算定方法）  

4  

（1）～（3） （略）  （
埴
萱
u
一
）
 
 
 



1）、オ（2）の（D及びカの事業  3の（4）のうち、ア、イ、ウ、エ、オ（   （4） 3の（4）の事業  

ア 別表3の第2欄に定める種目ごと、に、第3欄に定める基準額と、第4欄に定める対   

象経費の実支出額から診療収入額及び寄付金その他の収入額を控除した額とを比較し   

て少ない方の額を選定する。  

イ アにより選定された額に第5欄に定める補助率を乗じて得た額の合計額（カの事業   

についてはアにより選定された額）を交付額とする。  

（5） 3の（4）のうち、オ（2）の②の事業  

ア 別表3の第2欄に定める種目ごとに、第3欄に定める基準額と、第4欄に定める対   

象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較した額とを比較し   

て少ない方の額を選定する。  

イ アにより選定された額に第5欄に定める補助率を乗じて得た額の合計額   

についてはアにより選定された額）を交付額とする。  

（削除）  

（オの事業  

ア㈱と、第4欄に定める対象経費の実支出額から診療収   

入額及び寄付金その他の収入額を控除した額とを塵粗壁互   

選定する。  
イ アにより選定された額に3分の2を乗じて得た額と、都道府県が補助した額とを比  坤   

較して少ない方岬   

（交付額の下限）  

5 （略）   

（養育医療の給付等に要する費用の徴収基準額）  

6 母子保健法第20条の規定による養育医療の給付に要する費用につき、法第21条の4第1   

項の規定により、本人又は扶養義務者から徴収する、額の基準額は、当該児童の属する世帯   

の前年分の所得税額等に応じて、月額によって決定するものとし、その徴収月額は、盗塁   

各号に掲げる区分による徴収基準額表に定めた徴収基準月額により算定した額とする。た  

（交付額の下限）  

5 （略）   

（養育医療の給付等に要する費用の徴収基準額）  

6 母子保健法第20条の規定による養育医療の給付に要する費用につき、法第21条の4第1   

項の規定により、本人又は扶養義務者から徴収する額の基準額は、当該児童の属する世帯   

の前年分の所得税額等に応じて、月額によって決定するものとし、その徴収月額は、剋童  

1の徴収基準額表に定めた徴収基準月額により算定した額とする。ただし、当該児童の措   

置に要した費用について徴収する額は、都道府県又は、政令市及び特 別区の長の支弁す   

べき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患 者に対する医療   

に関する法律による負担額を差し引いた額を越えないものであること。  

だし、当該児童の措置に要した費用について徴収する額は、都道府県又は、政令市及び特  

別区の長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患  

者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた額を越えないものであること。  

0年4月1日から平成20年6月30日まで 別表1  一 平成2  

二 平成20年7月1日以降  別表1－2  

（療育の給付に要する費用の徴収基準額）  

7 児童福祉法第20条の規定による療育の給付に要する費用につき、児童福祉法第56条第2   

項の規定により本人又はその扶養義務者から徴収する額の基準額は、当該児童の属する世   

帯の前年分の所得税額等に応じて、月額によって決定するものとし、その徴収月額は、迭  

旦各号に掲げる区分による徴収基準額表に定めた徴収基準月額により算定した額とする。  

ただし、当該児童の措置に要した費用について、徴収する額は、都道府県、指定都市、LP  

核市の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に  

対する医療に関する法律による負担額を差し引いた額を超えないものであること。  

（療育の給付に要する費用の徴収基準額）  

7 児童福祉法第20条の規定による療育の給付に要する費用につき、児童福祉法第56条第2  

項の規定により本人又はその扶養義務者から徴収する額の基準額は、当該児童の属する世   

帯の前年分の所得税額等に応じて、月額によって決定するものとし、その徴収月額は、剋  

葬2の徴収基準額表に定めた徴収基準月額により算定した額とする。ただし、当該児童   

の措置に要した費用について、徴収する額は、都道府県、指定都市、中核市の支弁すべ   

き額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に 対する医療   

に関する法律による負担額を差し引いた額を超えないものであること。  
平成20年4月1日から平成2  0年6月30日まで 別表2  

別表2－2  二 平成20年7月1日以降   

」a巾邑L／プ‾、⊥ニモL ミニ・＝∴∴ビ   



8 （1）～（9） （略）  8 （1）～（9） （略）  

（10）都道府県は、国から概算払により間接補助金に係る補助金の交付を受けた場  

合には、当該概算払を受けた補助金に相当する額を遅滞なく間接補助事業者に  

交付しなければならない。  

（11）都道府県は、間接補助金を間接補助事業者に交付する場合には、次の条件の  

ほか（1）から（4）及び（6）、（7）に掲げる条件を付さなければならない。こ  

の場合において（2）から（4）、（6）中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府  

県知事」と、「国庫」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。  

ア 間接補助事業者が事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円（民  

間団体にあっては30万円）以上の機械及び器具については、適正化法施行令  

第14条第1項第2号により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、  

都道府県知事の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、  
譲渡し 、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。  

イ 間接補助事業者が地方公共団体の場合においては、この補助金と事業に係  

る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式第1による調書を作成し、  

これを事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にはその承認  

を受けた日）の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。  

ウ 間接補助事業者が地方公共団体以外の場合においては、事業に係る収入及  

び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整  

理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日（事業の中止又は廃止の  

承認を受けた場合にはその承認を受けた目）の属する年度の終了後5年間保  

管しておかなければならない。   

エ 間接補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により間接補助金に  

係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、別紙様式  

第5により速やかに都道府県知事に報告しなければならない。  

なお、間接補助事業者が全国的に事業を展開する組織の－一支部（又は一支  

社、一支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部  

（又は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、  

本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。  

また、都道府県知事に報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税  

に係る仕入控除税額の全部又は一部を都道府県に納付させることがある。   





新（案）  

別表1徴収基準額表（養育医療給付事業）  

（削除）   階層  世 帯 の 階 層 （細） 区 分  
徴収基準  

区分  月  額   

A階層   生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）盈  ㌧   
旧  

び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰  
国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給  

世帯   

B階層   A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯  2，600   260   

∧階層及び［）階層を除き当該  
Cl   5，400   

年度分の「†子町り氏税♂）課税  （所得割の額のない世帯）  
540  

C階層    世帯であって、その汗i町fご「民  
税の額の区分が次の区分に  

所得割の額ある世帯   C2   7，9qO   790   
言亥当する世楯   

所得税の年額 
円  

30，000円以下   Dl   10，800   1，080  

30，001′【、一 80，000  D2   16，200   1，620  

80，001～ 140，000  D3   22，400   2，240  

140，001′、 280，000  D4   34，800   3，480  

280，001ヘノ 500，000  D5   49，400   4，940  

A階層及びBP皆  500，001／、 800，000  D6   65，000   6，500  

層を除き前年分   800，001′、1，160，000  D7   82，400   8，240  

D階層                                                                                の所得税課税世   1，160，001～1，650，000  D8   102，000   10，200  

帯であって、そ   1，650，001～2，260，000  D9   123，√400   12，340  

の所得税課税の   2，260，001～3，000，000  DlO   147，000   14，700  

額の区分が次の   3，000，001～3，960，000  Dll   172，500   17，250  

区分に該当する   3，960，001～5，030，000  D12   199，900   19，990  

世帯   5，030，001～6，270，000  D13   229，400   22，940  

6，270，001以上   D14   

全額  轟音螢究荒 筆 
だしそ〃〕  

‘醤 
t 

・ 
26，300円   

備  （略）  

考  



新（案）  旧   

別表1徴収基準額表（養育医療給付事業）  別表1－2 徴収基準額表（養育医療給付事業）  

階層  世 帯 の 階 層（細） 区 分  
徴収基準  階層  世 帯 の 階 層 （細） 区 分  

徴収基準  

区分  月  額   月  額   

A階層  生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）及  A階層  生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）及  

び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰  び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰  

国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給  国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給  

世帯  世帯  

B階層  A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯  2，600   260  B階層  A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯  2，600   260  

Af塔層及びD階層を除き当揉  
Cl   5，400   540  

A階層及びD階層を除き当該  

年度分の市町村民税の課税  （所得割の額のない世帯）   
Cl   5，400   540  

年度分の市町村民税の課税  （所得割の額のない世帯）  
C階層    世帯であって、その市町村民  C階層    世帯であって、その市町村民  

悦の塀の区分が次の区分に  
C2   790  

税の額の区分が次の区分に  
所得割の額のある世帯  7，900  

該当する世帯   
所得割の額のある世帯   C2   7，900   790  

は当する世帯   

円  
所得税の年額 

円  
所得税の年額  

15，000円以下   Dl   10，800   1，080  15，000円以下   Dl   10，800   1，080  

15，001～ 40，000  D2   16，200   1，620  15，001～ 40，000  D2   16，200   1，620  

40，001～ 70，000  D3   22，400   2，240  40，001～ 70，000  D3   22，400   2，240  

70，001～183，000  D4   34，800   3，480  70，001～183，000  D4   34，800   3，480  

183，001～ 403，000  D5   49，400   4，940  183，001～ 403，000  D5   49，400   4，940  

A階層及びB階  403，001′、 703，000  D6   65，000   6，500  A階層及びB階  403，001ヘー 703，000  D6   65，000   6膏00  

層を除き前年分   703，001～1，078，000  D7   82，400   8，240  層を除き前年分   703，001～1，078，000  D7   82，400   8，240  

D階層  1，07乳001～1，632，000  D8   102，000   10，200  D階層  1，078，001～1，632，000  D8   102，000   10，200  

帯であって、そ   1，632，001～2，303，000  D9   123，400   12，340  帯であって、そ   1，632，001～2，303，000  D9   123，400   12，340  

の所得税課税の   2，303，001′、3，117，000  DlO   147，000   14，700  の所得税課税の   2，303，001／、3，117，000  DlO   147，000   14，700  

額の区分が次の   3，117，001～4，173，000  Dll   172，500   17，250  額の区分が次の   3，117，001～4，173，000  Dll   172，500   17，250  

区分に該当する   4，173，001へ′5，334，000  D12   199，900   19，990  区分に該当する   4，173，001′、5，334．000  D12   199，900   19，990  

世帯   5，334，001～6，674，000  D13   229，400   22，940  世帯   5，334，001（－6，674，000  D13   229，400   22，940  

6，674，001以上   D14   全額  6，674，001以上   D14   全額  

●  

査旨 

モー・・ 営畜＝秦・  

26，300円  26，300円  

（略）  （略）  

備  備  

考  考  



階層  
世 帯 の 階 層 （細） 区 分  

徴収基準  

区分  月  療   

A階層  生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）及  
び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰  

国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給  

世帯   

B階層  A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯  2，200   220   

Al聡層及びD階層を除き当該  

（所得割の額のない世帯）   
Cl   4，500   450  

年度分の市町村民税の浪税  
C階層    世帯であって】その市町村民  

税の簡の区分が次の区分に  

三亥当する世帯   所得割の額ある世帯   
C2   5，800   580   

所得税の年額 
円  

4，800円以下   1⊃1   6，900   690  

4，801～  9，600  D2   7，600   760  

9，601～ 16，800  D3   8，500   850  

16，801～ 24，000  D4   9，400   940  

24，001～ 32，400  D5   11，000   1，100  

A階層及びB階  32，401′㌧ 42，000  D6   12，500   1，250  

層を除き前年分   42，001～ 92，400  D7   16，200   1，620  

の所得税課税世   92，401～120，000  D8   18，700   1，870  

帯であって、そ   120，001～156，000  D9   23，100   2，310  

D階層                                                                                                        の所得税課税の   156，001～198，000  DlO   27，500   2，750  

額の区分が次の   198，001～287，500  Dll   35，700   3，570  

区分に該当する   287，501～ 397，000  D12   44，000   4，400  

世帯   397，001～929，400  D13   52，300   5，230  

929，401／、1，500，000  D14   80，700   8，070  

1，500，001～十650，000  D15   85，000   8，500  

1，650，001～2，260，000  D16   102，900   10，290  

2，260，001～3，000，000  D17   122，500   12，250  

3，000，001～3，960，000  D18   143，800   14，380  

3，960，001以上   D19  全  額  左の徴収基  
準月額の10  

％  
ただしその  

額が17，120  
円に満たな  

い場合は  

17，120円   

備  考  （略）  



新（案）  旧   

別表2 徴収基準額表（結核児童療育給付事業）  別表2－2 徴収基準額表（結核児童療育給付事業）   

階層  徴収基準  
世 帯 の 階 層（細）区 分  

月  

階層  世 帯 の 階 層（細）区 分  徴収基準  

区分  額   区分  

り   

月  額   

A階層  生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）及  A階層  生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）及  

び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰  び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰  
国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給  国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給  

世帯  世帯   

B階層  A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯  2，200   220  B階層  A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯  2，200   220   

A階層及びD鋸屑を除き当抜  
Cl   4，500   450  

A階層及びD階層を除き当抜  

年度分の市町村民税の棟税  （所得割の額のない世帯）  年度分の市町村民税の採税  （所得割の額のない世帯）   
Cl   4，500   40  

C階層    世帯であって、その市町村民  C階層    世帯であって、その市町村民  
税の額の区分が次の区分に  

C2   5，800   580  
税の額の区分が次の区分に  

≡兵当‾㌻る世帯   所得割の額のある世帯   
C2   5，800   

書貞当する世帯   所得割の額のある世帯  
580   

所得税の年額 
円  

所得税の年額円  
2，400円以下   Dl   6，900   690  2，400円以下   Dl   6，900   690  

2，401～ 4，800  D2   7，600   760  2，401′－ 4，800  D2   7，600   760  

4，801′～ 8，400  D3   8，500   850  4，801／－ 8，400  D3   8，500   850  

8，401′－ 12，000  D4   9，400   940  8，401～ 12，000  D4   9，400   940  

12，001へノ 16，200  D5   11，000   1，100  12，001～ 16，200  D5   11，000   1，100  

A階層及びB階  16，201～ 21，000  D6   12，500   1，250  A階層及びB階  16，201～ 21，000  D6   12，500   1，250  

層を除き前年分   21，001～ 46，200  D7   16，200   1，620  層を除き前年分   21，001～ 46，200  D7   16，200   1，620  

の所得税課税世   46，20仁一60，000  D8   18，700   1，870  の所得税課税世   46，201へ′ 60，000  D8   18，700   1，870  

帯であって、そ   60，001～ 78，000  D9   23，100   2，310  帯であって、そ   60，001～ 78，000  D9   23，100   2，310  

D階層  78，001～100，500  DlO   27，500   2，750  D階層  78，001～100，500  DlO   27，500   2，750  

額の区分が次の   100，501～190，000  Dll   35，700   3，570  額の区分が次の   100，501～190，000  Dll   35，700   3，570  

区分に該当する   190，001～ 299，500  D12   44，000   4，400  区分に該当する   190，001～ 299，500  D12   44，000   4，400  

世帯   299，501～831，900  D13   52，300   5，230  世帯   299，501′－ 831，900  D13   52，300   5，230  

831，901′－1，467，000  D14   80，700   8，070  831，901～1，467，000  D14   80，700   8，070  

1，467，001～1，632，000  D15   85，000   8，500  1，467，001～1，632，000  D15   85，000   8，500  

1，632，001′～2，302，900  D16   102，900   10，290  1，632，001～2，302，900  D16   102，900   10，290  

2，302，901′－3，117，000  D17   122，500   12，250  2，302，901～3，117，000  D17   122，500   12，250  

3，117，001～4，173，000  D18   143，800   14，380  3，117，001～4，173，000  D18   143，800   14，380  

4，173，001以上   D19  全  額  左の徴収基  4，173，001以上   D19  全  額  左の徴収基  

準月額の10  準月額の10  

％  ％  
ただしその  ただしその  

額が17，120  額が17，120  

円に満たな  円に満たな  

い場合は  い場合は  

17，120円  17，120円   

備 考  （略）  備 考  （略）  

－
－
N
N
－
 
 
 



3 基準額等   

6NICU入院児支援事業  



新（案）  
旧  

総合周産期  総合周産期母子医療セ  3分の1  
母子医療セ   
ンタ一連営  な報酬、給料、貸金、  
室墓   職員手当等、共済費、  

MFICU12床以上の運営の場合  旅費、需用費（消耗品  
69，499，000円  費、燃料費、食糧費、  

印刷製本費、光熱水費、  
※MFICUが12床未満の場合は、1床あ  
たり5，791，000円を減額する。  役務費（通信運搬費）、  

委託料、使用料及び賃  
※事業期間が1年に満たない場合は、  

価償却費、資産消耗費           69，499，000円×事業月数∠週＿と土  
旦旦＿  

健やかな妊  健やかな妊娠・出産等サ  健やかな妊  健やかな妊娠・出産等  

娠・出産等   娠・出産等   

サポート事  4，300，000円以内  貸金、共済費、報償費、  事   5000000円以内  報酬賃金共済費、   

業  旅費、需用費（消耗品費、  業   報償費、旅費、需用費  

2安全・安心な妊娠・出産等支援体  2安全・安心な妊娠・出産等支援体  

制整備事業  繕料）、役務費（通信運搬  制整備事業  印刷製本費、修繕料）、  

9，500，000円以内  費、広告料）、委託料、使  10，000，000円以内  役務費（通信運搬費、  

用料及び賃借料、備品購  広告料）、委託料、使用  

入費  
料及び賃借料、備品購  
入費  

妊産婦ケア  
センター運  に必要な報酬、給料、賃  
営事業   利用者の宿泊定員10人以上  

42，000千円  費、需用費（消耗品費、  
壁亙星旦ミ迎人未満の場合は、  

定員1人当たり4，000千円  
を減額する。  運搬費）、委託料、備品  

※最低定員は5人とする。  購入費、負担金、補助及  
※事業期間が1年に満たない  

場合は、  
42，000千円×事業月数／12  
とする。   

∃   



様式1国庫負担金及び国庫補助金所要額総括表   

注  目  
国庫負担（捕 肋）基本編   要図庫負担 綿及び国庫  

区 分  備 考  
こ三■．三  

円  円  

黄               養育医療  
母子保健衛  
生費負担金                    療育の給付費  

小    計  

絵柁児童日  
用品賛署員  

新  
子どもの心の診府拠点病院機械推進事業  
環削じ弾手菓  

案  生涯を通じた女性の健康支ほ事業   
母子保健衛                        ニム 助成事業            特定不明′D療章  

生費捕恥金                                        産等サポート事業            健やかな妊娠・出   

小  計   
言十  

（注）国庫負担（補助）基本顆欄こは・舶2及び舶3の各表の国庫負担及び補助基本額を記折ることp   

様式1国庫負担金及び国庫補助金所要額総括表  

都道府県（政令市、特別区）名  

目  
国庫負1日（捕 肋）基本額   要国庫負担 綿及び国庫  

種  備 考  区 分  
二≡M■■寸  

円  P】  

母子保健相  
生費負担金  

小 計  

結核児童日  
用品費等負  
担金  

子どもの心の診療拠点病院機構推進事業  

1日  療育指キ事業  
健康支は事業             生涯を通じた女性の   

～ム費助成事業  

母子保健衛 生補助金  
賛  

健やかな妊娠・出産等サポート事業   
小 計  

計   
領を記載すること。  



様式3 凰庫補助金所雪崩蘭  

捜  日  対t経費の 支出予定額  

ゼ  
円  円  円  円  円  

ふ  
円  

子どもの心の診療拠点病院機構推進事業  
療書指導事業  
生涯を通じた女性の健應支援事業  

新  
健やかな妊娠・出産等サポート事業  

（注）「国庫補助基本軌欄は、次により紀入すること。  

・書付馨錮4 r書付錮の王吉井秦）（4）に掲げる手蔓  
（勤⊥（初′右廿iさl＿丁小ない★の錨＿  

・r傲やかな妊娠・出産婁サポート塞董iの⑥の錨は＿（割と闇鰯けする．   

様式3 国l圭補助金所専露百調  

対象経費の  
種  目  支出予定額   基準額   

G）  ②  ④  且  企  企  

円  円  円  円  円  円  円  
子どもの心の診療拠点病院機構推進事業  

療育指導事業  

生涯を通じた女性の健康支援事業  

特定不妊治療♯助成事業  

旧  
周産期匡環対策事業  

鍼含舶崩良子瞑瘍l直＿且且』  

生霊  

健やかな妊娠・出産等サポート事業  

計  

（注）「国庫補助基本舗」欄は、次により記入すること。  

・交付審鯛4（空欄儀の重曹篇浅）（1）鬼！J＝2）に揚lザる王董  
（割と（割と妄Ⅷ山番．て′レない★の】鱈＿  

法）r3‖こ掲げ 

・番付薯■4（蛮イ寸】臨の宣告末る塞蒙    ふ′（初♪多壮齢l．T小ない方の錮に3分の2古書l二丁績卜鰯′㈲′多比髭＝．T小ない真の錮＿    ・「傭やかな妊娠・出産墓サポート暮暮lの何の錮は（酌と同朋♪する＿  



様式3 国庫補助金精算縮調  

都道府県（政令市・特別区）名   

種  目   対象経費の 支出予定額   
汀）   ②   〔弟   伍）   

円   円   円   
（融   

円   円   円  
子どもの■bの診療拠点病院機構推進事業  

療育指濱事業  
生涯を通じた女性の健康支援事業  
特定不妊治療費助成事業  
健やかな妊娠・出産等サポート事業  
綿磨濾ケア1ナンター運  

計  
新  （注）「国庫補助基本線」憫は、次により妃入すること。  

合  

．番付モ娼4  、 の     トl）1こ縄げる暮   

案   ③♪盾）′を比j抒LT′少ない  
．「椒やかな妊娠・出産毒 ′、一 重董tの偏）の錮は 信ルり訃紹とす   

様式3 国庫補助金精算額調  

都道府県（政令市・特別区）名  

対象経費の  基準額   
種  目  支出予定舗   捜姐鎚   

和   国   ★   ㈲   
円   円   

⑤   
円   円   円   

十  
円   円  

子どもの心の診療拠点病院機構推進手業  
療育指場事業  
生涯を通じた女性の健膚支操車菓  
特定不妊治額費助成事業  
周産期医療対策事美  

健やかな妊娠・出産等サポート事業  
旧  ム  計  

（注）「国師粛助基本線」欄は、次により紀入すること。  

．寸1寸書娼4（引寸錨の壬  ご 1 ■ 21に絡げる事業  
信）と（割とを比蘭LT′かない  

にl  
・番付審娼4（番付錮の1普天浅1（3）    ㈲′㈲′多比威  ノ、ない方の鰯に3分の2多●】∵丁場卜錮′㈲とを比駐l一て守レ左い篇の  
．「 、′－妊娠．出産蕃サボ」ト手業lの仔の鋪は＿ 信）′后ほ酒とするh  




